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山﨑 保寿

Changes in the Content of “Courses of Study” Related to Career Education:
An Examination of Educational Environments as Background
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要　　旨
　キャリア教育に関する教育行政的動向には、省庁間の連携への転換及び社会的・職業的自立の方
向への転換の2つの転換点があった。学習指導要領は、キャリア教育に関する教育環境を文部科学
省（国）→都道府県・政令市教育委員会→市町村教育委員会→各学校という階層的な影響関係で捉え
た場合、最も直接的に学校教育へ影響を及ぼしている国レベルの要因である。教育基本法改正前後
におけるキャリア教育の教育行政的動向を検討し、さらに、平成20・21年改訂の学習指導要領及び
平成29・30年改訂の学習指導要領におけるキャリア教育の内容を検討した結果、職業観・勤労観の育
成から社会的・職業的自立の方向へ移っていることが明らかとなった。
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キャリア教育に関する学習指導要領の内容変化　―キャリア教育県推進の背景となる教育環境に関する検討―

ついてである。学校レベルのキャリア教育に関

する実践事例とその考察については、別稿（山﨑

2019）1）で示している。

（1）　キャリア教育の定義を確認し、2006（平成

18）年の改正教育基本法によるキャリア教育

への影響について、学校教育法および学習指

導要領との関連を通して考察する。

（2）　キャリア教育に関する教育行政的動向に

ついて、先行研究で行われた考察の枠組みと

して、教育行政的動向を背景にした時期区分

について検討し、学習指導要領の改訂とそれ

らの時期区分との関係を明らかにする。

（3）　（2）で考察した時期区分の特徴を踏まえ、

平成20・21年改訂の学習指導要領と平成29・30

年改訂の学習指導要領を考察の対象とし、キ

ャリア教育に関連する内容の変化を明らかに

する。

Ⅱ．教育基本法の改正と教育振
興基本計画の策定による教
育行政的構図

1．キャリア教育の定義

　キャリア教育は、「望ましい職業観・勤労観及

び職業に関する知識や技能を身に付けさせると

ともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選

択する能力・態度を育てる教育」（中央教育審議

会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改

善について」1999.12.16）であり、「『キャリア』概

念に基づき『児童生徒一人一人のキャリア発達

を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形

成していくために必要な意欲・態度や能力を育

てる教育』ととらえ、端的には、『児童生徒一人

一人の勤労観、職業観を育てる教育』」（キャリア

教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議

報告書「児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育

てるために」2004.1.28）と定義されている。

Ⅰ．問題の設定
　我が国における最近20年間程度の変容を見る

と、少子高齢化の進行、生産年齢人口の減少など

による人口問題が顕在化する一方で、グローバ

ル化の浸透、技術革新の進展、AI 化の拡大など、

経済・産業等の構造が急速に変化してきている。

こうした社会形態の変化は、学校教育における

理数教育や外国語教育の重視、教育の情報化の

推進、アクティブ・ラーニングの導入などの動き

をもたらすとともに、フリーター・ニート問題や

ワーキングプア問題などの社会問題注1とも関連

して、学校教育においてキャリア教育を重視す

る方向にもつながっている。

　中でも、キャリア教育を重視する動向は、文部

科学省（国）→都道府県・政令市教育委員会→市

町村教育委員会→各学校という階層的な影響関

係により、国レベルの施策が地方教育委員会を

経て各学校に及んでいる。現在、小学校での職場

見学、中学校での職場体験活動、高等学校での就

業体験活動等を通じた体系的なキャリア教育の

推進が図られている。このように、各学校で具

体的なキャリア教育の取り組みが行われ、広範

囲にキャリア教育が推進されている背景には、

文部科学省をはじめ国レベルの様々な教育行政

施策が展開されていることが影響している。国

から各学校に及ぶ階層的な影響関係で推進され

ているキャリア教育については、平成20・21年改

訂の学習指導要領と平成29・30年改訂の学習指

導要領では、その内容の扱いに変化が見られる。

その教育行政的な動向を背景にした変化を明ら

かにすることは、教育環境の一面として現在の

学校教育が置かれている状況を理解し今後キャ

リア教育を推進していくために重要である。

　キャリア教育に関する上記の状況を踏まえ、

本稿で考察する課題は、次の3点である。なお、

本稿で焦点を当てるのは、主に国レベルのキャ

リア教育に関する施策と学習指導要領の内容に
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　この定義が示すように、キャリア教育の目的

は、児童生徒が社会の変化に対応し、将来を生き

る力を身に付け、主体的に自己の進路を選択・決

定できる能力を育成していくことである。その

ために、将来の社会的・職業的自立に向けて、望

ましい職業観・勤労観および職業に関する知識

や技能を身に付けさせるためのキャリア教育が

必要とされている。キャリア教育は、児童生徒

の将来における社会的・職業的自立を目的として、

進路や職業に関する学習を通じてキャリア発達

を促す教育であるといえる。小学校・中学校・高

等学校の各学校段階を通じて、系統的・計画的に

キャリア教育を推進することが一層重要になっ

ているのである。

　キャリア教育で育成を目指す能力は、現在、中

央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリ

ア教育・職業教育の在り方について」（2011.1.31）

により、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理

解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプ

ランニング能力」を基本とする基礎的・汎用的能

力注2とされている。

　このように、キャリア教育は、児童生徒のキャ

リア発達を支援し、望ましい職業観・勤労観を身

に付けさせ、将来の社会的・職業的自立に向けて

主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教

育である。改正教育基本法第17条の規定を受け

て5年毎に教育振興基本計画が策定され、キャリ

ア教育の推進が教育振興基本計画に明示されて

いることを踏まえると、学習指導要領の改訂を

契機に、後述するようにキャリア教育の方針の

変化を踏まえた取組が必要とされている。

2．教育基本法の改正と教育振興基本
計画によるキャリア教育施策の構
図

　教育基本法の改正とそれに伴う教育振興基本

計画の策定に関する教育行政的動向は、キャリ

ア教育に関する国レベルの動きであり学校教育

を取り巻く教育環境の一面を考察するうえで重

要である。そこで以下では、まず、教育基本法改

正以前におけるキャリア教育施策の推進状況を

整理し、続いて、教育基本法改正以後における教

育行政的動向について考察する。

　教育基本法改正以前におけるキャリア教育の

政策としては、2003（平成15）年に文部科学大臣

ほか4閣僚により、教育・雇用・経済政策の連携に

よる総合的人材対策である「若者自立・挑戦プラ

ン」が打ち出された。「若者自立・挑戦プラン」の

基本的方向の具体化のために、2004（平成16）年

12月には、「若者の自立・挑戦のためのアクショ

ンプラン」を策定し、さらに、2005（平成17）年10

月には、農林水産大臣を加え一層の連携を目的

とした「若者の自立・挑戦のためのアクションプ

ラン」の強化策を打ち出している。同時に、文部

科学省は、2004（平成16）年度から「新キャリア教

育プラン推進事業」を開始、2005（平成17）年度か

らは、「キャリア教育実践プロジェクト」を開始

している。これは、各都道府県・政令指定都市に

おいて、中学校を中心とした職場体験・インター

ンシップを中心としたキャリア教育を推進する

ことを図るものである。文部科学省は2006（平成

18）年11月に、教師向けキャリア教育推進の手引

きとして、『小学校・中学校・高等学校キャリア教

育推進の手引き―児童生徒一人一人の勤労観、

職業観を育てるために―』を発行し、キャリア教

育の実践に関する具体的方法を学校段階別に示

している。

　次に、こうした中、国会の審議を経て改正教育

基本法が2006（平成18）年12月22日に公布・施行

された。同法第2条では、「教育は、その目的を実

現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする」と

して五つの目標を示し、これにより、改正前以上

に具体的に学校教育が達成すべき目標を明確化

したのである。特に、その二として掲げられた
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「個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創

造性を培い、自主及び自律の精神を養うととも

に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重ん

ずる態度を養うこと」は、学校教育と職業との関

連を重視し勤労を重んずる態度の養成を求めた

ものであった。これらの条文の内容は、学校教育

法をはじめ学習指導要領にも反映され、学校教

育ではキャリア教育の重要性が一層高まってき

たのである。

　さらに、同法第17条では、「政府は、教育の振

興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、教育の振興に関する施策についての基

本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項

について、基本的な計画を定め、これを国会に報

告するとともに、公表しなければならない」と定

め、教育の振興に関する総合的・計画的な推進を

図るための基本計画を定め公表することと規定

している。続く同条第2項では、「地方公共団体は、

前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当

該地方公共団体における教育の振興のための施

策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけ

ればならない」とし、地方公共団体の実情に応じ

国の基本計画を参酌したうえで教育の振興に関

する計画を定めるよう努めることとしている。

　このように、国の教育振興基本計画でキャリ

ア教育の推進に関する施策が明記され、それを

参酌して策定された地方教育委員会の教育振興

基本計画にキャリア教育推進のより具体的な施

策が位置付いているという構図になる。

3．教育基本法から学校教育法への影
響

　以上のような教育基本法の改正は、学校教育

法の改正と学習指導要領の改訂にも反映され、

学校教育へ影響している。教育基本法の改正後

における関連法改正に関する動きとして、教育

再生会議第一次報告「社会総がかりで教育再生

を―公教育再生への第一歩―」（2007.1.24）この

提言を踏まえた中央教育審議会答申「教育基本

法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度

の改正について」（2007.3.10）を受けて、教育3法

といわれる教育職員免許法、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律とともに学校教育法が

改正（2007.6.27公布）された。

　キャリア教育に関しても、教育基本法に示さ

れた教育の目標により、学校教育と職業との関

係が明確化されたことは、次のように学校教育

法に反映されている。教育基本法が示した教育

の目標を受けて、学校教育法では、小学校・中学

校・高等学校の各学校段階における教育の目的

と目標を規定している。中でも、高等学校の目

的と目標の関係については、まず、学校教育法第

50条で「高等学校は、中学校における教育の基礎

の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普

通教育及び専門教育を施すことを目的とする」

としている。そのうえで、この目的を実現する

ために達成すべき目標として、第51条2で、「社会

において果たさなければならない使命の自覚に

基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一

般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能

を習得させること」と規定している。これらの

規定から明らかなように、生徒の個性に応じて

将来の進路を決定させ、専門的な知識・技能等を

身につけさせることは、学校教育の重要な目標

として位置付いている。このように、学習指導

要領の根拠となる諸法規において、キャリア教

育を推進するための規定がなされている。

4．教育基本法から教育振興基本計画
への影響

　教育基本法第17条第1項に基づき、今後の教育

施策を計画的に推進するために、第1期教育振興

基本計画（2008.7.1）が定められた。第1期教育振

興基本計画が策定した基本的方向1では、「社会
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全体で教育の向上に取り組む」ことを掲げ、これ

を実現するために、「人材育成に関する社会の要

請に応える」ことを目標としている。そのための

施策として、地域の人材や民間の力も活用した

キャリア教育・職業教育、ものづくりなど実践的

教育を推進するとしている。

　同様に、基本的方向2では、「個性を尊重しつつ

能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生

きる基盤を育てる」ことを掲げ、これを実現する

ために、学習指導要領を踏まえ「規範意識を養い、

豊かな心と健やかな体をつくる」ことを目標と

している。そのための施策として、子どもたちの

勤労観や社会性を養い、将来の職業や生き方に

ついての自覚に資するよう、小学校段階からの

キャリア教育、特に、中学校を中心とした職場体

験活動を推進するとしている。このように、当時

の社会背景や第1期教育振興基本計画の策定前

に出された中央教育審議会答申注3の影響もあり、

第1期教育振興基本計画でのキャリア教育施策

は、職業観・勤労観の育成に主眼が置かれている。

　続く第2期教育振興基本計画（2013.6.14）では、

社会的・職業的自立を目的としたキャリア教育

に関する教育施策が、成果目標4および基本施策

13を中心として明確に示されている。特に、基本

施策13では、幼児期の教育から高等教育まで各

学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教

育を充実すること、高等学校普通科におけるキ

ャリア教育を推進することが、社会的・職業的自

立を主眼に置いて示されている。社会的・職業的

自立に向けた能力・態度の育成の方向は、第3期

教育振興基本計画（2018.6.15）においても踏襲さ

れている。

　第1期から第3期におけるキャリア教育の方向

の変化は、関連する用語に関する次の数的推移

によっても知ることができる。用語の後括弧内

の数字が使用頻度である。第1期教育振興基本計

画では、「勤労観や社会性」（2）、「勤労観・職業観」

（1）、「社会的自立」（1）、第2期教育振興基本計画

では、「勤労観・職業観」（1）、「社会的・職業的自

立」（9）、「社会的自立」（7）、第3期教育振興基本計

画では、「勤労観・職業観」（0）、「社会的・職業的自

立」（6）、「社会的自立」（3）となっている。これら

の用語に関する文脈上の使われ方に関する検討

が必要であるが、以下本稿では学習指導要領の

文言に焦点を当てていくため、次稿の研究課題

とする。

Ⅲ．キャリア教育の教育行政的
動向の時期区分に関する先
行研究とキャリア教育の転換

1．辰巳（2018）による3区分とその
内容

　我が国におけるキャリア教育の教育行政的動

向に関する経緯を考察した研究としては、本田

由紀（2009）2）、浦上昌則（2010）3）、吉武聡一・西山

久子（2011）４）、岡野亜希子（2013）５）、赤坂武道

（2013）６）などがある。また、国立教育政策研究所

生徒指導研究センター（2011）７）では、文部科学省

（国）の立場からキャリア教育の推進に関わる施

策の経緯を示している。ここでは、キャリア教育

に関する教育行政的動向について、時代区分を

示して考察している先行研究として、次の文献

を取り上げる。

　まず、辰巳哲子（2018）８）は、進路指導からキャ

リア教育への移行を考察するに当たり、キャリ

ア教育の実質的なスタート年を2000（平成12）年

としたうえで、キャリア教育の実施状況を3期に

区分している。すなわち、第1期（2000～2002年

度）を高卒者の職業生活への移行を課題に進路

指導改革として実施された時期、第2期（2003～

2011年度）を政策場面で早期離職（高卒者の半

数）・フリーター増加問題が共有され、経済産業

省が役目を終えて地域と学校現場でのキャリア

教育が強調された時期、第3期（2012年度以降）を
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職業観・勤労観の育成への傾斜から社会的自立

の重要性への移行が促進された時期である。

　辰巳は、村上純一（2016）９）の区分を参考に、高

校現場に与えたインパクトからキャリア教育の

実施状況に応じて時期を区切ったものである。

両者の重なりのある時期区分であるため妥当性

が高いものであるといえる。村上は、政策ネット

ワーク論におけるイシュー・ネットワークの概

念を視点に、キャリア教育政策におけるアクタ

ー間の関係を分析している。これは、教育の政策

展開において見られる強固な政策共同体に対し

て、より幅広く参加や相互作用を包含する概念

であるイシュー・ネットワークに着目したもの

である。村上は、政府関係政策文書に初めて「キ

ャリア教育」の用語が登場した1999（平成11）年

末の翌2000（平成18）年をキャリア教育の実質的

なスタート年としたうえで、キャリア教育の時

期区分を①2002年度まで、②2003・2004年度、③

2005～2007年度、④2008～2011年度、⑤2012年度

以降の5区分としている。

2．村上（2016）による5区分とその
内容

　村上は、キャリア教育政策の変化について、

「はじめは文部省／文部科学省の所掌範囲の中

で『進路指導の見直し』として開始されたキャリ

ア教育政策であったが、その後、厚生労働省や経

済産業省、内閣府といった他省庁も関わる中で

『国を挙げての若者支援政策の一環』として捉え

られるようになり、特に初等中等教育段階での

勤労観、職業観育成がその中核を成すものとな

った。さらに、近年では高等教育段階にも射程を

広げ、職業面のみならず社会的自立をも視野に

入れた政策として展開されるようになってい

る」ことを指摘している。この村上の捉え方は、

本稿でキャリア教育に関する教育行政動向を、

文部科学省（国）→都道府県・政令市教育委員会

→市町村教育委員会→各学校という階層的な影

響関係から国レベルの動向を考察することと通

じている。

　さらに、村上の時期区分は、省庁間のイシュ

ー・ネットワークの構図がどのように変化した

かを各時期について明らかにしたものである。

①の時期は、キャリア教育が文部省／文部科学

省を中心とした進路指導改革としてスタートし、

この時期の終盤に厚生労働省と共同で「高卒者

の職業生活の移行に関する調査研究」を実施し

たことを明らかにしている。②の時期には、文部

科学省を中心としたキャリア教育政策は、2003

（平成15）年の「若者自立・挑戦戦略会議」設置に

より大きく変貌したことを明らかにしている。

すなわち、文部科学省による小学校から高校ま

での組織的・系統的なキャリア教育の推進とと

もに、厚生労働省による小学校・中学校・高等学

校への支援施策、経済産業省による「起業家教育

促進事業」の取組と支援事業のキャリア教育へ

の組み込みなどが行われたことを明らかにして

いる。

　続いて村上は、③の時期に「若者自立・挑戦プ

ラン」を発展・具体化させた「若者の自立・挑戦の

ためのアクションプラン」に基づいて政策が実

施されていったこと、2005（平成17）年度から中

学校を中心に5日間以上の職場体験を実施する

「キャリアスタートウィーク」を開始しそれを推

進する関係府省の連絡会議が開催など、関係省

庁間の連携体制が取られていることを明らかに

している。④の時期には、2008（平成20）年7月に

第1期教育振興基本計画が策定され、2008（平成

20）年12月に中央教育審議会「キャリア教育・職

業教育特別部会」が設置され、アクター間の関係

に大きな変化が表れたことを明らかにしている。

すなわち、経済産業省がキャリア教育コーディ

ネーターの育成に着手し、2010（平成22）年度に

は「キャリア教育アワード」の表彰事業を開始し

たこと、厚生労働省の「キャリア探索プログラ
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ム」は継続して実施されたこと、それらのネット

ワークは③の時期より幾分薄くなったことを明

らかにしている。

　そして、⑤の時期には、中央教育審議会答申

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の

在り方について」（2011.1.31）が出され、小学校・

中学校・高等学校の具体的なキャリア教育が促

進されるとともに、キャリア教育の系統性の観

点から高等教育段階でのキャリア教育の充実が

強調され、大学でのキャリア教育が、インターン

シップに関わって文部科学省が国土交通省や農

林水産省とも連携を図っていることが明らかに

されている。さらに村上は、この時期までの初等

中等教育段階におけるキャリア教育が、職業観・

勤労観の育成に傾斜しすぎていたことから、職

業的自立、社会的自立が重視されるように変化

してきたことを指摘している。以上が、村上が示

した5つの時期区分の特徴とその主たる内容で

ある。

3．省庁間の連携への転換及び社会
的・職業的自立の方向への転換

　以上、2000（平成12）年以降におけるキャリア

教育の教育行政的動向に関する時期区分につい

て、2つの先行研究を概観した。これらの先行研

究により、キャリア教育に関する教育行政的動

向には、省庁間の連携への転換及び社会的・職業

的自立の方向への転換の2つの転換点があった

ことが分かる。

　第1の転換点について、村上は、上記の時期区

分に基づく政策の立案とアクター間のイシュ

ー・ネットワークの検討により、特に②2003・

2004年度に関する考察において、政策の実施に

関与するアクター間の関係に着目し、若者自立・

挑戦戦略会議の設置（2003年）が契機となり、キ

ャリア教育政策が、それまでの文部科学省主体

の構造に、厚生労働省、経済産業省が加わるネッ

トワークに大きく変貌したことを明らかにして

いる注４。また、藤田晃之（2014）1０）は、我が国にお

けるこれまでのキャリア教育施策の経緯につい

て考察し、2003（平成15）年6月の「若者自立・挑戦

プラン」以降キャリア教育が省庁連携で展開さ

れたことから、「若者自立・挑戦プラン」の修了年

度である2006（平成18）年頃までをキャリア教育

の草創期と捉え、それ以降と区別している。これ

らの捉え方から分かるように、若者自立・挑戦戦

略会議の設置は、それまでの文部科学省主体の

キャリア教育政策に、厚生労働省、経済産業省が

加わったことにより、キャリア教育の教育行政

的動向に関する大きな転換点をもたらし、その

後における省庁連携の基本的方向になったもの

である注５。

　第2の転換点は、キャリア教育の方針に関する

ものであり、職業観・勤労観の育成から社会的・

職業的自立の方向への転換がなされたものであ

る。上述した辰巳および村上の研究成果を踏ま

えれば、両者がキャリア教育の転換点を時期区

分として示していることからその妥当性が高い

といえる。ただし、上述した先行研究においては、

この時期における学習指導要領を対象とした分

析については十分に述べられてはいない。特に、

平成20・21年改訂の学習指導要領と平成29･30年

改訂の学習指導要領については、第2の転換点の

前後の学習指導要領であるので、その変化を考

察することが必要である。

Ⅳ．平成20・21年改訂の学習指
導要領及び平成29・30年改
訂の学習指導要領における
キャリア教育

1．平成20・21年改訂の学習指導要
領におけるキャリア教育

　学習指導要領は、キャリア教育に関する教育
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環境を文部科学省（国）→都道府県・政令市教育

委員会→市町村教育委員会→各学校という階層

的な影響関係で把握した場合、最も直接的に学

校教育へ影響を及ぼしている国レベルの要因で

ある。その意味では、学習指導要領も学校教育に

関連する教育環境の重要な要因と捉えることが

できる。

　2008（平成20）年3月に小学校・中学校学習指導

要領が改訂され、従来より明確にキャリア教育

が位置付けられた注６。小学校学習指導要領では、

「第1章　総則」の「第4　指導計画の作成等に当

たって配慮すべき事項」において、「（5） 各教科

等の指導に当たっては、児童が学習課題や活動

を選択したり、自らの将来について考えたりす

る機会を設けるなど工夫すること」とされ、自ら

の将来を考える学習を取り入れることになって

いる。さらに、「第5章　総合的な学習の時間」の

「目標」においても、「横断的・総合的な学習や探

究的な学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学

び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を

解決する資質や能力を育成するとともに、学び

方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探

究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度

を育て、自己の生き方を考えることができるよ

うにする」のように自己の生き方を考える学習

が重視されている。

　中学校学習指導要領では、「第1章　総則」にお

いて、「（5） 生徒が学校や学級での生活によりよ

く適応するとともに、現在及び将来の生き方を

考え行動する態度や能力を育成することができ

るよう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンス

の機能の充実を図ること」と示されている。さら

に、「第4章　総合的な学習の時間」において、

「第3指導計画の作成と内容の取扱い」として、

「（7） 職業や自己の将来に関する学習を行う際

には、問題の解決や探究活動に取り組むことを

通して、自己を理解し、将来の生き方を考えるな

どの学習活動が行われるようにすること」とキ

ャリア教育に関する内容が述べられている。

　「第5章　特別活動」では、「学級活動」の内容

の「（3） 学業と進路」の中で、「進路適性の吟味

と進路情報の活用」、「望ましい勤労観・職業観の

形成」、「主体的な進路の選択と将来設計」などが

示されている。同じく特別活動の学校行事の内

容では、「（5） 勤労生産・奉仕的行事」で、「勤労

の尊さや創造することの喜びを体得し、職場体

験などの職業や進路にかかわる啓発的な体験が

得られるようにするとともに、共に助け合って

生きることの喜びを体得し、ボランティア活動

などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるよ

うな活動を行うこと」が示されている。続いて、

「第3　指導計画の作成と内容の取り扱い」では、

職場体験などの職業や進路にかかわる啓発的な

体験をさせ、職業観・勤労観を育成する活動の重

要性が示されている。

　さらに、中学校学習指導要領「第4章　総合的

な学習の時間」の「第3　指導計画の作成と内容

の取扱い」において、「自然体験や職場体験活動、

ボランティア活動などの社会体験、ものづくり、

生産活動などの体験活動、観察・実験、見学や調

査、発表や討論などの学習活動を積極的に取り

入れること」と述べられ、職場体験活動などの重

要性が示されている。

　続いて、2009（平成21）年3月に改訂された高等

学校学習指導要領では、「第1章　総則」の「第1

款　教育課程編成の一般方針」において、「4　学

校においては、地域や学校の実態等に応じて、就

業やボランティアにかかわる体験的な学習の指

導を適切に行うようにし、勤労の尊さや創造す

ることの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業

観の育成や社会奉仕の精神の涵（かん）養に資す

るものとする」として、職業観・勤労観の育成の

重要性が述べられている。さらに、「第4款第5　

教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項」

の「4 職業教育に関して配慮すべき事項」におい

ては、「（1） 普通科においては、地域や学校の実
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態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、

適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会

の確保について配慮するものとする」とされ、普

通科の教育課程においても職業教育への配慮が

必要なことが示されている。そして、「（4） 生徒

が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を

選択することができるよう、学校の教育活動全

体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キ

ャリア教育を推進すること」とキャリア教育と

いう用語が学習指導要領上初めて使われ、キャ

リア教育を推進すべきことが明確に述べられて

いる。

　また、「第5章　特別活動」の「ホームルーム活

動」の内容の「（3） 学業と進路」の中で、「学ぶこ

とと働くことの意義の理解」、「進路適性の理解

と進路情報の活用」、「望ましい勤労観・職業観の

確立」、「主体的な進路の選択決定と将来設計」な

どが示されている。また、「学校行事」の内容で

は、「（5） 勤労生産・奉仕的行事」で、「勤労の尊

さや創造することの喜びを体得し、就業体験な

どの職業観の形成や進路の選択決定などに資す

る体験が得られるようにするとともに、共に助

け合って生きることの喜びを体得し、ボランテ

ィア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得

られるような活動を行うこと」が示されている。

このように、キャリア教育に関連する事項とし

て、職業観・勤労観の育成の重要性が、中学校学

習指導要領の内容との発達段階の違いを踏まえ

た表現を用い、高等学校学習指導要領でも述べ

られている。

　以上が、平成20年改訂小・中学校学習指導要領

及び平成21年改訂高等学校学習指導要領におい

て、キャリア教育の内容について示されている

代表的な部分であり、職業観・勤労観の育成に主

眼が置かれていることを表すものである。

2．平成29・30年改訂の学習指導要
領におけるキャリア教育

　平成29･30年改訂の学習指導要領では、前掲山

﨑（2019）で明らかにしたように、キャリア教育

という用語が小学校で1回、中学校で1回、高等学

校で4回使われており、前学習指導要領よりキャ

リア教育の用語頻度が増加するとともに、「生き

方」「将来」という語も前学習指導要領より使わ

れ方が多くなっている。

　まず、2017（平成29）年3月改訂の小学校学習指

導要領では、勤労、職業という用語は随所で使用

されているが、勤労観ないしは職業観という言

葉自体は使用されていない。「第1章　総則」の

「第4　児童の発達の支援」の「1 児童の発達を支

える指導の充実」において、「（3） 児童が、学ぶ

ことと自己の将来とのつながりを見通しながら、

社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる

資質・能力を身に付けていくことができるよう、

特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、

キャリア教育の充実を図ること」と、社会的・職

業的自立の観点からキャリア教育の充実を図る

ことを示している。キャリア教育の方向が社会

的・職業的自立に向いていることを見て取れる。

　次に、中学校学習指導要領では、小学校と同様

に「第1章　総則」の「第4　生徒の発達の支援」

の「1 生徒の発達を支える指導の充実」において、

「（3） 生徒が、学ぶことと自己の将来とのつなが

りを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて

必要な基盤となる資質・能力を身に付けていく

ことができるよう、特別活動を要としつつ各教

科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図

ること。その中で、生徒が自らの生き方を考え主

体的に進路を選択することができるよう、学校

の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進

路指導を行うこと」を示している。

　なお、中学校学習指導要領における勤労観・職

業観については、「第5章　特別活動」の「第2 各
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活動・学校行事の目標及び内容」の「学級活動」「2

内容」において、「（3） 一人一人のキャリア形成

と自己実現」で、「イ　社会参画意識の醸成や勤

労観・職業観の形成」を示している。勤労観・職業

観という用語を用いている点は小学校学習指導

要領とは異なっているものの、中学校学習指導

要領では、明確に社会的・職業的自立という用語

を使っており、この点に関する前学習指導要領

からの転換を看取できる。

　そして、2018（平成30）年3月改訂の高等学校学

習指導要領では、小学校・中学校と同様に、「第1

章　総則」の「第5款　生徒の発達の支援」の

「1 生徒の発達を支える指導の充実」において、

「（3） 生徒が、学ぶことと自己の将来とのつなが

りを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて

必要な基盤となる資質・能力を身に付けていく

ことができるよう、特別活動を要としつつ各教

科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図

ること。その中で、生徒が自らの在り方生き方を

考え主体的に進路を選択することができるよう、

学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的

な進路指導を行うこと」を示している。

　さらに、「第5章　特別活動」の「第2 各活動・

学校行事の目標及び内容」の「ホームルーム活

動」「2内容」において、「ア　学校生活と社会的・

職業的自立の意義の理解」として、「現在及び将

来の生活や学習と自己実現とのつながりを考え

たり、社会的・職業的自立の意義を意識したりし

ながら、学習の見通しを立て、振り返ること」を

示している。同じ箇所の中学校学習指導要領で

は、この項目がなく、生徒の発達段階に対応した

表現がなされていることになる。

　なお、高等学校学習指導要領における勤労観・

職業観については、中学校学習指導要領とほぼ

同様に、「第5章　特別活動」の「第2 各活動・学

校行事の目標及び内容」の「ホームルーム活動」

「2内容」において、「（3） 一人一人のキャリア形

成と自己実現」で、「ウ　社会参画意識の醸成や

勤労観・職業観の形成」を示している。高等学校

学習指導要領で勤労観・職業観という用語を用

いている点は小学校学習指導要領とは異なり、

中学校学習指導要領と同様である。さらに、中学

校学習指導要領と同程度以上に、明確に社会的・

職業的自立という用語を使っており、この点に

関する前学習指導要領との転換がなされている。

この転換は、後述するように、キャリア教育の推

進に関する実践とその検証にかかわる課題の所

在につながるものであると指摘できる。

Ⅴ．本研究の結論及び今後の課
題

1．本研究の結論

　本研究では、教育基本法の改正によりキャリ

ア教育が重視されてきている学校教育の状況か

ら、教育基本法改正がもたらした教育環境の一

面としての教育行政的動向に焦点を当て、先行

研究による2000年以降の時期区分を踏まえつつ、

学校教育法、教育振興基本計画、学習指導要領の

内容変化について考察した。本研究の結論は、次

の3点である。

（1） 中央教育審議会答申等に基づき、キャリア

教育の定義を確認したうえで、2006（平成18）

年の改正教育基本法によるキャリア教育への

影響として、学校教育法における教育の目標

に関する内容が改正されたこと、第1期から第

3期の教育振興基本計画において、キャリア教

育の扱いが、社会的・職業的自立の方向へ向い

てきたことを先行研究の成果を踏まえて明ら

かにした。

（2） キャリア教育に関する教育行政的動向に関

する先行研究を検討し、時期区分に関する特

徴について考察するとともに、その妥当性か

ら本稿における考察の枠組みとして用いた。

（3） 先行研究における時期区分の特徴を踏まえ、



99

教育総合研究　第３号

平成20・21年改訂の学習指導要領と平成29、30

年改訂の学習指導要領を考察の対象とし、キ

ャリア教育に関連する内容について、勤労観・

職業観の育成を基盤に置きながらも社会的・

職業的自立の方向へ変化していることを明ら

かにした。

2．今後の課題

　先行研究の検討を踏まえ、本研究では、平成

20・21年改訂の学習指導要領及び平成29・30年改

訂の学習指導要領についてキャリア教育の方向

の変化を明らかにした。今後の課題として、次

の3点を挙げることができる。

（1） 第1は、教育行政的動向に関する研究的課題

であり、キャリア教育に関する教育行政的動

向の推移について、キャリア教育元年といわ

れる2000年以前の状況も含めて、現在までの

状況を考察することである。

（2） 第2は、本稿で検討した学習指導要領におけ

るキャリア教育の扱いの変化と同様に、第1期

から第3期の教育振興基本計画が示したキャ

リア教育施策の内容と方向に関する変化をさ

らに検討することである。

（3） 第3は、キャリア教育の実践と検証に関する

課題であり、学校におけるキャリア教育の実

践状況を考慮すると、社会的・職業的自立の検

証に関しては、職業観・勤労観の育成の検証以

上に、実践成果の検証が難しいと考えられ、そ

れをどのような方法で行うかが重要な課題で

ある。

�
注
注1� �総務省統計局「労働力調査」では、2006年～
2015年のフリーター、ニート（若年無業者：NEET：
Not� in�Education,�Employment�or�Training）
の数は、フリーターが各年170万人前後、ニートが
各年60万人前後である。その後の社会情勢により、
非正規雇用に関する対策が進み、この数は減少し
ているが、依然としてフリーター、ニートに関する問
題は、社会問題化している。

注2� �中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリ
ア教育・職業教育の在り方について」（2011.1.31）
以前は、国立教育政策研究所生徒指導研究セン
ターが開発した職業観・勤労観を育む学習プログ
ラムに基づき、キャリア教育によって職業観・勤労観
の形成に関連する能力を「人間関係形成能力」、
「情報活用能力」、「将来設計能力」、「意思決定
能力」の4つの能力領域に2つずつの能力を具体
化した4領域8能力が示されていた。

注3� �第1期教育振興基本計画の前に出された中央教
育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学
校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
について」（2008.1.17）では、「7（7）社会の変化へ
の対応の観点から教科等を横断して改善すべき
事項」として、キャリア教育が、望ましい勤労観・職
業観の育成の観点から、「子どもたち一人一人の
勤労観・職業観を育てるキャリア教育を充実する
必要がある」と示されている。

注４� �ここで示した村上（2016）の時期区分に先行して、
村上自身が公表した論文（村上純一（2012）11）では、
キャリア教育の政策展開を次の4つのフェイズに分
類している。すなわち、①進路指導改革としての取
り組みが進められていく時期（1999年末～2003年4
月）、②複数省庁連携のもと政策立案がなされてい
く時期（2003年4月～2004年末）、③フェイズ②にお
いて立案された諸施策が試行されていく時期
（2004年末～2008年末）、④キャリア教育政策が
文部科学行政の枠内に収斂されていく時期（2008
年末～）である。本稿では、この4つのフェイズととも
に、キャリア教育政策をめぐるイシュー・ネットワーク
の視点を取り入れている村上（2016）で示された時
期区分も参考にしている。

注５� �若者自立・挑戦プラン以降における動向については、
児美川孝一郎（2010）12）で考察されている。

注６� �別稿（山﨑2019）で学習指導要領におけるキャリア
教育関連用語の頻度を明らかにしたように、2008
（平成20）年3月改訂の小学校・中学校学習指導
要領では、キャリア教育という用語は使われていな
いが、小学校学習指導要領における「自らの将来
について考えたりする機会を設ける」という表現や
中学校学習指導要領における職場体験などの職
業や進路にかかわる啓発的な体験をさせることが
示されており、キャリア教育の位置付けが従来以上
に重視されている。2009（平成21）年3月改訂の高
等学校学習指導要領では、明確にキャリア教育の
用語が使われ、キャリア教育を推進することが明記
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されている。2017（平成29）年3月改訂の小学校・
中学校学習指導要領および2018（平成30）年3月
改訂の高等学校学習指導要領ではキャリア教育
の用語の頻度が増加している。

文献
1）� �山﨑保寿「中学校における地域連携型キャリア教
育の実践に関する基礎的研究―『社会に開かれ
た教育課程』を実現する教育環境の構築を目指し
て―」松本大学地域総合研究センター編『地域総
合研究』第20号 Part1．2019年7月．pp.73-83

2）� �本田由紀『教育の職業的意義―若者．学校．社
会をつなぐ―』ちくま新書．2009年

3）� �浦上昌則『キャリア教育へのセカンド・オピニオン』
北大路書房．2010年

４）� �吉武聡一・西山久子「小学校におけるキャリア教
育の推進に関する動向と実践上の課題」『福岡教
育大学紀要』第60号第4分冊．2011年．pp.191-
202

５）� �岡野亜希子「職業指導．進路指導からキャリア教
育へ―『勤労観・職業観』の強調とその問題に注
目して―」近畿大学産業理工学部研究報告『か
やのもり』第18号．2013年．pp.6-11

６）� �赤坂武道「キャリア教育の現状と課題」『北海学園
大学大学院経営学研究科研究論集』第11号．
pp.1-14

７）� �国立教育政策研究所生徒指導研究センター『キャ
リア教育の更なる充実のために―期待される教育
委員会の役割―』2011年

８）� �辰巳哲子「進路指導からキャリア教育への『移行』
はどのようにおこなわれたか―活動内容・組織体
制に着目して―」リクルートワークス研究所研究紀要
『Works�Review』第13巻．2018年．pp.1-10

９）� �村上純一「キャリア教育政策をめぐるイシュー・ネッ
トワークの変遷」『教育学研究』第83巻第2号．
2016年．pp.43-55

1０）� �藤田晃之『キャリア教育基礎論―正しい理解と実
践のために―』実業之日本社．2014年

11）� �村上純一「キャリア教育政策における省庁聞の関
係―組織論の観点を用いて―」『東京大学大学
院教育学研究科紀要』第52巻．2012年．pp.511-
520

12）� �児美川孝一郎「『若者自立・挑戦プラン』以降の
若者支援策の動向と課題─キャリア教育政策を中
心に―」『日本労働研究雑誌』第602号．2010年．
pp.17-26


